
改 正 後 改 正 前

ロ （省略） ロ （同左）

	 ・・・・・・・・。ただし、納税義務者の選択により、Ｌを0.50 	 ・・・・・・・・。ただし、納税義務者の選択により、Ｌを0.50

として�の算式により計算した金額によって評価することができ として�の定めにより評価することができる。

る。

Ë=ZU°�ÿÖNÌ Ë=ZU°�ÿÖNÌ

ÙàØ ・・・・・・・・。 ÙàØ ・・・・・・・・。

Ý à３Ý Ý Ý

Ａà Ｂ Ｃ Ｄ à0.7 Ａà Ｂ Ｃ Ｄ à0.7

5 ３

上記算式の適用に当たっては、次による。

� 上記算式中の「Ａ」、「 」、「 」、「 」、「Ｂ」、「Ｃ」 上記算式中の「Ａ」、「 」、「 」、「 」、「Ｂ」、「Ｃ」

及び「Ｄ」は、・・・・・・・・ 及び「Ｄ」は、・・・・・・・・

(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、 、 及び の金額が (注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、 、 及び の金額が

183((評価会社の１株当たりの配当金額等の計算))により1株当た 183((評価会社の１株当たりの配当金額等の計算))により1株当た

りの資本金の額を50円とした場合の金額として計算することに留 りの資本金の額を50円とした場合の金額として計算することとさ

意する。 れているので、評価会社の１株当たりの資本金の額が50円以外の

金額であるときには、上記算式によって計算した価額を評価会社

の株式の１株当たりの資本金の額に相当する価額に修正すること

になるのであるから留意する。

� 上記算式中の「0.7」は、178((取引相場のない株式の評価上の区

分))に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に

定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。

	 上記算式中の の金額が０の場合には、分母の「5」は「3」とす

る。

Þ２０Þ



改 正 後 改 正 前

ËEÖ�� YU~-��½U°}Ì ËEÖ�� YU~-��½U°}Ì

ÙàÙÞÚ ・・・・・・・・取引金額の割合（以下この項において「業種 ÙàÙÞÚ ・・・・・・・・取引金額の割合（以下、この項において「業

目別の割合」という。）・・・・・・・・。 種目別の割合」という。）・・・・・・・・。

� ・・・・・・・・。 � ・・・・・・・・。

○ 評価会社の業種目と ○ 類似業種比準価額計算上 ○ 評価会社の業種目と ○ 類似業種比準価額計算上の業種目
業種目別の割合 の業種目 業種目別の割合

業 種 目 業種目別 大 分 類 業 種 目 業種目別 大 分 類
の 割 合 の 割 合

中 分 類 中 分 類 番号
製 粉 業 35 % 製 粉 業 35 %
飼 料 製 造 業 25 % 小 分 類 飼 料 製 造 業 25 % 小 分 類
不動産賃貸業 20 % 不動産賃貸業 20 %
サ ー ビ ス 業 20 % 製 造 業 サ ー ビ ス 業 20 % 製 造 業

� � Q ö � U � � Q ö � U ６
（35 %Ý25 %） 製 粉 業 （35 %Ý25 %） 製 粉 業 ７

å50 % 飼 料 製 造 業 å50 % 飼 料 製 造 業 ８
～（中 略）～ ～（中 略）～

EÖ�� YU~ その他の食料品 EÖ�� YU~ その他の食料品 14（-��½U°} ） 製 造 業 （-��½U°} ） 製 造 業

� ・・・・・・・・。 � ・・・・・・・・。

○ 評価会社の業種目と ○ 類似業種比準価額計算上 ○ 評価会社の業種目と ○ 類似業種比準価額計算上の業種目
業種目別の割合 の業種目 業種目別の割合

業 種 目 業種目別 大 分 類 業 種 目 業種目別 大 分 類
の 割 合 の 割 合

中 分 類 中 分 類 番号
毛 紡 績 業 45 % 毛 紡 績 業 45 %
衣服・その他の 小 分 類 衣服・その他の 小 分 類
繊維製品製造業 30 % 繊維製品製造業 30 %
サ ー ビ ス 業 25 % 製 造 業 サ ー ビ ス 業 25 % 製 造 業

8 6 P U 8 6 P U 15
毛 紡 績 業 毛 紡 績 業 16

（45 %Ý30 %） 化学繊維紡績業 （45 %Ý30 %） 化学繊維紡績業 17
å50 % その他の紡績業 å50 % その他の紡績業 18

染 色 整 理 業 染 色 整 理 業 19
その他の繊維工業 その他の繊維工業 20

EÖ�� YU~ 衣服・その他の EÖ�� YU~ 衣服・その他の 21（-��½U°} ） 繊維製品製造 （-��½U°} ） 繊維製品製造

Þ２１Þ



改 正 後 改 正 前

	 ・・・・・・・・。 	 ・・・・・・・・。

○ 評価会社の業種目と ○ 類似業種比準価額計算上 ○ 評価会社の業種目と ○ 類似業種比準価額計算上の業種目
業種目別の割合 の業種目 業種目別の割合

業 種 目 業種目別 大 分 類 業 種 目 業種目別 大 分 類
の 割 合 の 割 合

中 分 類 中 分 類 番号
水 運 業 45 % 水 運 業 45 %
港 湾 運 送 業 25 % 小 分 類 港 湾 運 送 業 25 % 小 分 類
不動産賃貸業 30 % 不動産賃貸業 30 %

[ � � U [ � � U 97
（30 %） 不 動 産 賃 貸 業 （30 %） 不 動 産 賃 貸 業 98

～（後 略）～ ～（後 略）～

v ¡ § i � U v ¡ § i � U 101
～（中 略）～ ～（中 略）～

（45 %Ý25 %） 水 運 業 （45 %Ý25 %） 水 運 業 104
å50 % 港 湾 運 送 業 å50 % 港 湾 運 送 業 105

～（中 略）～ ～（中 略）～
EÖ�� YU~ そ の 他 の 運 輸 業 EÖ�� YU~ そ の 他 の 運 輸 業 107（-��½U°} ） 倉 庫 業 （-��½U°} ） 倉 庫 業 108


 ・・・・・・・・。 
 ・・・・・・・・。

○ 評価会社の業種目と ○ 類似業種比準価額計算上 ○ 評価会社の業種目と ○ 類似業種比準価額計算上の業種目
業種目別の割合 の業種目 業種目別の割合

業 種 目 業種目別 大 分 類 業 種 目 業種目別 大 分 類
の 割 合 の 割 合

中 分 類 中 分 類 番号
水 運 業 45 % 水 運 業 45 %
倉 庫 業 25 % 小 分 類 倉 庫 業 25 % 小 分 類
不動産賃貸業 30 % 不動産賃貸業 30 %

[ � � U [ � � U 97
（30 %） 不 動 産 賃 貸 業 （30 %） 不 動 産 賃 貸 業 98

～（後 略）～ ～（後 略）～
EÖ�� YU~ EÖ�� YU~（-��½U°} ） v ¡ § i � U （-��½U°} ） v ¡ § i � U 101

～（中 略）～ ～（中 略）～
（45 %Ý25 %） 水 運 業 （45 %Ý25 %） 水 運 業 104

å50 % 港 湾 運 送 業 å50 % 港 湾 運 送 業 105
～（中 略）～ ～（中 略）～
そ の 他 の 運 輸 業 そ の 他 の 運 輸 業 107
倉 庫 業 倉 庫 業 108

Þ２２Þ



改 正 後 改 正 前

� （省略） � （同左）

ËEÖ�� 6g��¼ ¦�oN� Â�Ì ËEÖ�� 6g��¼ ¦�oN� Â�Ì

ÙàÛ ・・・・・・・・。 ÙàÛ ・・・・・・・・。

� ・・・・・・・・、直前期末以前２年間におけるその会社の利益 � ・・・・・・・・、直前期末以前２年間におけるその会社の利益

の年配当金額・・・・・・・・、直前期末における発行済株式数 の配当金額・・・・・・・・、直前期末における発行済株式数（１

（１株当たりの資本金の額が50円以外の金額である場合には、直前 株当たりの資本金の額が50円以外の金額である場合には、直前期末

期末における資本金額を50円で除して計算した数によるものとす における資本金額を50円で除して計算した数によるものとする。以

る。�及び	において同じ。）・・・・・・・・。 下�及び	において同じ。）・・・・・・・・。

� 「１株当たりの利益金額」は、・・・・・・・・（その金額が負 � 「１株当たりの利益金額」は、・・・・・・・・（その金額が欠

数のときは、０とする。）・・・・・・・・。ただし、納税義務者 損のときは、０とする。）・・・・・・・・。ただし、その金額

の選択により、直前期末以前２年間の各事業年度について、・・・ が、直前期末以前２年間の各事業年度について、・・・・・・・・

・・・・・（その合計額が負数のときは、０とする。）の２分の１ （その合計額が欠損のときは、０とする。）の２分の１に相当する

に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した 金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額を超え

金額とすることができる。 る場合において、納税義務者が、その金額を直前期末以前１年間に

おける１株当たりの利益金額に相当する金額としたときは、その金

額によることができる。

	 （省略） 	 （同左）

Ë�T�ÖNÌ Ë�T�ÖNÌ

ÙàÝ 179((取引相場のない株式の評価の原則))の「１株当たりの純資産 ÙàÝ 179((取引相場のない株式の評価の原則))の「１株当たりの純資産

価額（相続税評価額によって計算した金額）」は、課税時期における 価額（相続税評価額によって計算した金額）」は、課税時期における

各資産（商法（明治32年法律第48号）第241条第２項に規定する自 各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額・・・・・・・

己の株式（以下「自己株式」という。）を除く。186Þ2((評価差額に ・の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186Þ2

対する法人税額等に相当する金額))の�及び186Þ3((評価会社が有す ((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))により計算した評価

Þ２３Þ



改 正 後 改 正 前

る株式等の純資産価額の計算))において同じ。）をこの通達に定める 差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期に

ところにより評価した価額・・・・・・・・の合計額から課税時期に おける発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、・・・・

おける各負債の金額の合計額及び186Þ2((評価差額に対する法人税額 ・・・・評価会社の発行済株式数の50％未満である場合においては、

等に相当する金額))により計算した評価差額に対する法人税額等に相 ・・・・・・・・。

当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数（自己株

式を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数によるもの

とする。186Þ3((評価会社が有する株式等の純資産価額の計算))にお

いて同じ。）で除して計算した金額とする。ただし、・・・・・・

・・評価会社の発行済株式数(188Þ3((評価会社が自己株式を有す

る場合の発行済株式数))から 188Þ5((議決権のない株式がある場

合の発行済株式数等))までの定めにより発行済株式数から控除すべき

株式がある場合には、当該株式の数を控除した株式数）の50％未満で

ある場合においては、・・・・・・・・。

(注) ・・・・・・・・、課税時期における発行済株式数であること (注) ・・・・・・・・、課税時期における実際の発行済株式数であ

に留意する。 ることに留意する。

Ë�T�ÖNÂ�b pÉÌ Ë�T�ÖNÂ�b pÉÌ

ÙàÞ ・・・・・・・・、次に掲げる金額は負債に含まれるものとす ÙàÞ ・・・・・・・・、次に掲げる金額は負債に含まれるものとす

る（次項及び186Þ3((評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)) る。

において同じ。）。

�～
 （省略） �～
 （同左）

ËEÖ¾N�Å�½ä¨�N�����½oNÌ ËEÖ¾N�Å�½ä¨�N�����½oNÌ

ÙàÞÞ7 ・・・・・・・・。 ÙàÞÞ7 ・・・・・・・・。

� （省略） � （同左）

Þ２４Þ



改 正 後 改 正 前

� 課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算の基とし � 課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算の基とし

た各資産の帳簿価額の合計額（当該各資産の中に、現物出資若し た各資産の帳簿価額の合計額（当該各資産のなかに、現物出資又は

くは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は商法第 352条 合併により著しく低い価額で受け入れた資産（以下この項において

の規定による株式の交換（以下この項において「株式交換」とい 「現物出資等受入れ資産」という。）がある場合には、当該各資産

う。）若しくは商法第 364条の規定による株式の移転（以下この項 の帳簿価額の合計額に、現物出資又は合併のときにおいて当該現物

において「株式移転」という。）により著しく低い価額で受け入れ 出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額か

た株式（以下この項において、これらの資産又は株式を「現物出資 ら当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額（以下この

等受入れ資産」という。）がある場合には、当該各資産の帳簿価額 項において「現物出資等受入れ差額」という。）を加算した価額）

の合計額に、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額

当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価し

た価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額

（以下この項において「現物出資等受入れ差額」という。）を加算

した価額）から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した

金額

(注)１ 現物出資等受入れ資産が合併により著しく低い価額で受け (注)１ 現物出資等受入れ資産が合併により著しく低い価額で受け

入れた資産（以下(注)１において「合併受入れ資産」とい 入れた資産（以下「合併受入れ資産」という。）である場合

う。）である場合において、・・・・・・・・。 において、・・・・・・・・。

２ 上記�の「現物出資等受入れ差額」は、現物出資、合併、 ２ 上記�の「現物出資等受入れ差額」は、現物出資又は合併

株式交換又は株式移転の時において・・・・・・・・。 のときにおいて・・・・・・・・。

３ 上記�の負債の金額の合計額は各負債の帳簿価額を基とし

て計算するが、この場合、前項の定めにより負債に含まれる

ものとした金額を含むことに留意する。

３ 上記�のかっこ書における「現物出資等受入れ差額」の加

算は、課税時期における相続税評価額による総資産価額に占

める現物出資等受入れ資産の価額（課税時期においてこの通

Þ２５Þ



改 正 後 改 正 前

達に定めるところにより評価した価額）の合計額の割合が

20％以下である場合には、適用しない。

ËEÖ��~¬�½gq� �T�ÖN Â�Ì ËEÖ��~¬�½gq� �T�ÖN Â�Ì

ÙàÞÞÛ ・・・・・・・・。 ÙàÞÞÛ ・・・・・・・・。

なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債（197Þ５ なお、当該各資産のうちに出資及び転換社債（197Þ５((転換社

((転換社債の評価))の	のロに定めるものをいう。）のある場合につ 債の評価))の�のハに定めるものをいう。）のある場合についても、

いても、同様とする。 同様とする。

(注) ・・・・・・・・法人税額等に相当する金額を控除しないので (注) ・・・・・・・・法人税額等に相当する金額を控除しないもの

あるから留意する。 であるから留意する。

Ë�§g¨## g¨�~©-��gq EÖÌ Ë�§g¨## g¨�~©-��gq EÖÌ

ÙààÞÚ ・・・・・・・・ ÙààÞÚ ・・・・・・・・

(注) 上記算式の「その株式に係る年配当金額」は・・・・・・・ (注)１ 上記算式の「その株式に係る年配当金額」は・・・・・・・

・、評価会社の直前期末における１株当たりの資本金の額の50円 ・、評価会社の１株当たりの資本金の額の50円に対する倍数・

に対する倍数・・・・・・・・。 ・・・・・・・。

２ 上記算式により評価する場合において、１株当たりの券面額

に直前期末における発行済株式数を乗じた金額が直前期末にお

ける資本金額と同額のときには、 183((評価会社の１株当た

りの配当金額等の計算))に準じて計算した１株当たりの実際の

配当金額（その金額がその株式の券面額の５％未満の場合又は

無配の場合には、券面額の５％に相当する金額とする。）を10

％で除して計算した金額が上記算式により評価した金額と同額

となるので、その計算によって評価しても差し支えない。

Þ２６Þ



改 正 後 改 正 前

ËEÖ��~l�gqÄ¬�½i� Ø{ÖgqÏÌ

ÙààÞ8 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の�から
まで （新設）

において、評価会社が自己株式を有する場合には、評価会社の発行済

株式数からその自己株式の株式数を控除した数をもって評価会社の発

行済株式数とする。

評価会社の株主の同族関係者に該当するかどうかを判定するときに

おける発行済株式数も、また同様とする。

ËóÓëÄ¬��v����¾½gq~t½i� Ø{ÖgqÏ�Ì ËóÓëÄ¬��v����¾½gq~t½i� Ø{ÖgqÏÌ

ÙààÞ9 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の�から
まで ÙààÞ8 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の�から
まで

において、評価会社の株主のうちに商法第241条第３項の規定によ において、評価会社の株主のうちに商法（明治32年法律第48号）第

り評価会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社があると 241条の規定により評価会社の株式につき議決権を有しないことと

きは、当該会社の有する評価会社の株式の数は０とし、評価会社の発 される会社があるときは、評価会社の発行済株式数からその議決権を

行済株式数からその議決権を有しないこととされる会社の有する評価 有しないこととされる会社の有する評価会社の株式数を控除した数を

会社の株式数を控除した数をもって評価会社の発行済株式数とする。 もって評価会社の発行済株式数とする。

評価会社の株主の同族関係者に該当するかどうかを判定するときに 同条の規定によりその所有する株式につき議決権を有しないことと

おいても、また同様とする。 される会社がある場合におけるその株式の発行会社について、評価会

社の株主の同族関係者に該当するかどうかを判定するときにおいて

も、また同様とする。

ËóÓë �vgq~t½i� Ø{ÖgqÏ�Ì ËóÓë �vgq~t½i� Ø{ÖgqÏÌ

ÙààÞ: 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の�から
まで ÙààÞ9 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の�から
まで

において、評価会社が商法第 242条第１項前段に規定する議決権のな において、評価会社が商法（明治32年法律第48号）第 242条に規定す

い株式（以下この項において「議決権のない株式」という。）を発行 る議決権のない株式を発行しているときは、評価会社の発行済株式数

しているときは、評価会社の株主の有する株式数から当該株主の有す から当該株式数を控除した数をもって評価会社の発行済株式数とす
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る議決権のない株式の数を控除した数をもって当該株主の有する株式 る。ただし、当該控除を行わない場合において、評価会社の株主が取

数とし、評価会社の発行済株式数から議決権のない株式の数を控除し 得した株式が同項に定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」

た数をもって評価会社の発行済株式数とする。ただし、当該控除を行 に該当しないときは・・・・・・・・。

わない場合において、評価会社の株主が取得した株式が188((同族 同条に規定する議決権のない株式の発行会社について、評価会社の

株主以外の株主等が取得した株式))に定める「同族株主以外の株主等 株主の同族関係者に該当するかどうかを判定するときにおいても、ま

が取得した株式」に該当しないときは・・・・・・・・。 た同様とする。

評価会社の株主の同族関係者に該当するかどうかを判定するときに

おいても、また同様とする。

(注) 評価会社の株主の同族関係者に該当するかどうかを判定すると

きには、議決権のない株式の数を控除して判定するが、当該控除

を行わない場合において、評価会社の株主の同族関係者に該当す

ることとなるときは、当該株主の同族関係者に該当するものとす

ることに留意する。

ËùTBç��~g¨�t½i� �§g¨�Ì

ÙààÞ; 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の�から
まで （新設）

については、評価会社の株主のうちに投資育成会社（中小企業投資育

成株式会社法（昭和38年法律第101号）に基づいて設立された中小

企業投資育成株式会社をいう。以下この項において同じ。）があると

きは、次による。

� 当該投資育成会社が同族株主（188((同族株主以外の株主等が

取得した株式))の�に定める同族株主をいう。以下同じ。）に該当

し、かつ、当該投資育成会社以外に同族株主に該当する株主がいな

い場合には、当該投資育成会社は同族株主に該当しないものとして

適用する。
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� 当該投資育成会社が、中心的な同族株主（188((同族株主以外

の株主等が取得した株式))の�に定める中心的な同族株主をいう。

以下�において同じ。）又は中心的な株主（188((同族株主以外

の株主等が取得した株式))の
に定める中心的な株主をいう。以下

�において同じ。）に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に中心

的な同族株主又は中心的な株主に該当する株主がいない場合には、

当該投資育成会社は中心的な同族株主又は中心的な株主に該当し

ないものとして適用する。

	 上記�及び�において、評価会社の発行済株式数からその投資育

成会社の有する評価会社の株式数を控除した数をその評価会社の発

行済株式数とした場合に同族株主に該当することとなる者があると

きは、その同族株主に該当することとなる者以外の株主が取得した

株式については、上記�及び�にかかわらず、188((同族株主以

外の株主等が取得した株式))の「同族株主以外の株主等が取得した

株式」に該当するものとする。

Ë0� EÖ�� gqÌ Ë0� EÖ�� gqÌ

Ùàá ・・・・・・・・。 Ùàá ・・・・・・・・。

なお、評価会社が、次の�又は	に該当する評価会社かどうかを判 なお、評価会社が、次の�又は�に該当する評価会社かどうかを判

定する場合において、・・・・・・・・、その変動が次の�又は	に 定する場合において、・・・・・・・・、その変動が次の�又は�に

該当する評価会社・・・・・・・・。 該当する評価会社・・・・・・・・。

� 比準要素数１の会社の株式

183((評価会社の１株当たりの配当金額等の計算))の�、�及

び	に定める「１株当たりの配当金額」、「１株当たりの利益金

額」及び「１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金
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